
[参考] ケーブルテレビの分類（九州における平成１９年３月末の事業者数、施設数、加入世帯数） 

 

ケーブルテレビ    自主放送を行う施設         許可施設  
 （86 事業者、117 施設、704,975 世帯）   （70 事業者、97 施設 1,702,635 世帯） 

                     
                              届出施設  
                           （16 事業者、20 施設、2,340 世帯） 
 
           再送信のみを行う施設          許可施設  

（3,901 事業者、5,506 施設 388,139 世帯）   （20 事業者、32 施設、39,841 世帯） 

                     
                             届出施設 
                            （1,693 事業者、2,388 施設、281,858 世帯） 

                           
                            小規模施設 

（2,188 事業者、3,086 施設 66,440 世帯） 
 
 

・許可施設：５０１端子以上（関係する法令：有線テレビジョン放送法） 

・届出施設：５１～５００端子以下及び５０端子以下で自主放送を行うもの 

（関係する法令：有線電気通信法及び有線テレビジョン放送法） 

・小規模施設：５０端子以下で同時再送信のみのもの（関係する法令：有線電気通信法） 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


